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1４月以降の主な検討事項（案）

 昨年11月の第１回会合以降、これまで７回開催。その検討結果を取りまとめ、３月末に論点整理を公表予定。
 本年夏頃の取りまとめに向け、４月以降に集中的に検討すべき主な事項としては、以下のものが考えられる。

【論点２】 放送ネットワークインフラの将来像

○放送設備の共用化
・中継局等設備の共用化の更なる推進
・「共同利用型モデル」（特定の事業者等が複数の放送事業者の放送ネットワークインフラの保有・維持管理を行うモデル）の可能性
・NHKと民間放送事業者が協力してインフラの保有等を行う企業体の可能性

○小規模中継局等のブロードバンド等による代替
・「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」からの報告（本年６月頃予定）を受けた検討

○マスター設備の効率化
・機器間接続のＩＰ化、一部機能の集約化・クラウド化の可能性

【論点３】 放送コンテンツのインターネット配信の在り方

○テレビを保有・視聴しない者へのリーチの在り方

○放送に準じた役割を担う取組を行う配信サービスを後押しする仕組（公共的な取組を進める者に対してインセンティブを付与するような方法）

○広く普及しているプラットフォームにおいて、公共的役割を担うコンテンツがより視聴されるための取組

【論点４】 デジタル時代における放送制度の在り方

○公共放送におけるインターネット配信の制度的位置付け（ＮＨＫネット配信社会実証の検証を含む。）

○ブロードバンドによる代替を行った場合に必要となる制度の在り方（あまねく受信義務（放送法第20条第５項）・あまねく受信努力義務（同法第92条）等）

○放送設備の共用化や「共同利用型モデル」を受けた認定・免許、安全・信頼性基準等の制度の在り方
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放送の将来像と制度の在り方
に関する論点（案）

第１回会合
（令和３年11月８日）
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4【論点２】 放送ネットワークインフラの将来像

✓ 地上テレビジョン放送の小規模中継局やマスター設備等、放送ネットワークインフラの将来像
について、関係者間で認識の共有を進め、取り得る選択肢を示すべきではないか。

※次期更新は、放送事業者によって異なるものの、概ね2020年代後半頃からと想定される。

１．小規模中継局（ミニサテライト局等） ２．マスター設備

[例]

３．条件不利地域において再放送を行う
ケーブルテレビや共聴施設への対応

○共聴施設等の維持に係る課題
○ブロードバンド等による代替

（１）設備共用
○設備共用の現状と課題
○設備の保有・運用主体
○モデル地域ごとの費用シミュレーション

（２）ブロードバンド等による代替の可能性
○代替のメリット・課題
○ブロードバンド等の機能・品質要件
○具体的な代替手段（光ファイバ、ＣＡＴＶ、４Ｇ、５Ｇ等）
と設備構成イメージ

○モデル地域ごとの費用シミュレーション
○その他課題（受信者対策、財源等）

○マスター設備の現状と課題
○クラウド化等の技術革新を踏まえた運用形態の在り方
○新たな運用形態において遵守すべき基準、機能要件
○設備の保有・運用主体
○モデルパターンごとの費用シミュレーション








